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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年４月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１０月３日 １７時００分ごろ 

発生場所 北海道利尻
り し り

町利尻島南南西方の沖武蔵堆
おきむさしたい

付近 

 仙法志埼
せんぽうしさき

灯台から真方位２５６.５°５６.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４４°５２.３０′ 東経１３９°５６.６０′） 

事故調査の経過  平成２６年１０月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（函

館事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第百七十二榮
えい

寶
ほう

丸、１６０トン 

   ＨＫ１－９０５（漁船登録番号）、株式会社泉漁業部 

   ３３.００ｍ（Lr）×７.４０ｍ×４.６１ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、９５６kＷ、昭和５８年１０月１１日 

Ｂ 漁船 第七十八漁
りょう

進
しん

丸、１９トン 

   ＴＴ２－１７９３（漁船登録番号）、有限会社漁進水産 

   １９.４９ｍ（Lr）×４.２９ｍ×１.８５ｍ、軽合金 

   ディーゼル機関、７５９kＷ、平成１０年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３１歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２５年１１月２６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１１月２６日 

    免状有効期間満了日 平成３０年１１月２５日 

  漁労長Ａ 男性 ６６歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成９年８月２２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年８月２５日 

    免状有効期間満了日 平成２９年８月２１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５９年５月１１日 

    免許証交付日 平成２２年２月９日 

           （平成２７年２月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 右舷船首外板に擦過傷、右舷側漁具の破損等 

Ｂ 右舷中央外板、右舷船尾外板及び右舷船尾キールに凹損、右舷側

漁具に破損、アンテナケーブルに断裂等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び漁労長Ａほか１３人が乗り組み、沖武蔵堆付近

で沖合底びき網漁の操業を５回行い、６回目の操業を開始した。 

 Ａ船は、船尾から網を引きながら北進中、船長Ａ及び漁労長Ａが、

左舷方から接近するＢ船を認め、Ｂ船がＡ船の船尾方を通過して東進

したことを確認した後、機関を極微速力前進として船首を北方へ向

け、船長Ａが操舵室でＧＰＳプロッターの操作をしながら操業日誌の

記載に、漁労長Ａが操舵室で操船に、他の乗組員全員が第二甲板で漁

獲物の選別作業にそれぞれ当たり、揚網作業を開始した。 

 船長Ａは、目視で付近に漂泊中のＢ船を認めたが、漁労長Ａも気付

いているものと思い、その旨を漁労長Ａに伝えなかった。 

 漁労長Ａは、Ｂ船が東進して何処かへ行ってしまったので付近に他

船はいないものと思い、揚網作業を続けていたところ、すけとうだら

が大量に獲れた手ごたえを感じたので、操業を切り上げて帰港するこ

ととし、平成２６年１０月３日１６時５５分ごろ、機関を前進として

左舵を取って反転した。 

 Ａ船は、漁労長Ａが十分な量のすけとうだらが漁獲できたかどう

か、船尾甲板上に揚げ終えた網の中身を船長Ａに確認するよう依頼

し、船長Ａが操舵室を出て船尾甲板上へ向かった。 

 Ａ船は、漁労長Ａが、もう一度操業を行えば更に大量の漁獲が見込

めるものと思い、予定を変更して７回目の操業を行うこととし、徐々

に増速して約１１.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で

南南西進して魚群探索を開始した。 

 漁労長Ａは、操舵室後部に設置している魚群探知機を見て魚群探索

をしながら操船を行い、ふと右舷前方を振り返ったところ、Ｂ船が見

えたと同時に軽い衝撃を感じた。 

 船長Ａは、船尾甲板上で網の確認をしていたところ、Ａ船の右舷船

首とＢ船の右舷船尾が衝突したことに気付き、操舵室に戻ってＧＰＳ

プロッターで現在位置と１７時００分ごろであることを確認した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、沖武蔵堆付近でいか一本釣り

漁の魚群探索のため東進中、船長Ｂが前方を北進するＡ船を認め、Ａ

船は船尾から網をえい
．．

航して操業を行っているので、十分な距離をと

ってＡ船の船尾方を通過した。 

 Ｂ船は、しばらく東進したが魚影が見当たらないので反転して速力

約７kn で西進し、１６時５０分ごろ、Ａ船を通過した場所付近に戻っ

てシーアンカーを船首から投下し、機関を中立として船首を北北西方

に向けて漂泊した。 

 船長Ｂは、操舵室内右舷側に立って操業の準備をしていたところ、
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Ｂ船の北北東方０.５７Ｍ付近で船首を北方に向けて漂泊中のＡ船を

認め、Ａ船が揚網作業中であるのでＢ船に接近して来ることはないも

のと思い、操業の準備を続けた。 

 船長Ｂは、Ａ船が左回頭して反転し、南南西進してＢ船に向けて接

近していることに気付いたが、先刻、Ｂ船がＡ船の船尾方を通過した

ことに対して、何かの苦情を言いに来るものと思った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船が更に接近するのでＢ船に気付いていない

ものと思い、拡声器で叫んで作業灯を点灯させてモーターホーンを何

度も吹鳴したが、なおもＢ船の操舵室付近に向けて接近するので、衝

突の危険を感じて機関を前進としたが、その右舷船尾とＡ船の右舷船

首が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが漁労長Ａと拡声器で対話をした後、海上保安部に

通報し、Ａ船に伴走されて自力で北海道稚内市稚内港へ入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 北～北東、風力 ４～５、視界 良好 

海象：波高 約１.５～２.０ｍ 

 その他の事項 

 

 漁労長Ａは、本事故後、無線でＢ船を呼び出したが応答がなかった

ので、Ａ船の漁具によりＢ船のアンテナ等に損傷を与えたものと思っ

た。 

 Ｂ船の乗組員４人は、本事故時、屋根のある囲いに覆われた船首甲

板で、漁獲物を魚倉へ搬入する作業を行っていた。 

 船長Ａは、本事故の４日前に二等航海士から船長へ昇格していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、沖武蔵堆付近で漂泊して揚網中、漁労長Ａが、操舵室後部

の魚群探知機を見て魚群探索に意識を集中し、見張りを行っていなか

ったことから、前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船に向けて航行

し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 漁労長Ａは、Ａ船の船尾方を通過したＢ船が東進して何処かへ行っ

てしまったので、付近に他船はいないものと思い、操舵室後部の魚群

探知機を見て魚群探索に意識を集中していたものと考えられる。 

 Ｂ船は、沖武蔵堆付近で漂泊中、船長Ｂが、Ａ船がＢ船に向首する

態勢となったことを認めた際、Ａ船に向けて警告信号を吹鳴し、避航

を促したものの、更にＡ船が接近することから、機関を前進として避

航しようとしたが、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、沖武蔵堆付近において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が漂泊

中、漁労長Ａが、操舵室後部の魚群探知機を見て魚群探索に意識を集

中し、見張りを行っていなかったため、前路で漂泊中のＢ船に気付か
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ず、Ｂ船に向けて航行し、両船が衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

参考  Ａ船は、本事故後、操舵室の見張り要員を増員して操業及び航行を

行うこととした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操業及び航行中は、常時適切な見張りを行うこと。 

 ・操舵室内の情報共有を積極的に行うこと。 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 


